
（広 告）（広 告）

軽
自
動
車
税
用
住
所
証
明
書
の
廃
止
及
び

各
種
証
明
書
の
取
得
サ
ー
ビ
ス
の
一
時
停
止

障
害
者
手
帳
を
お
持
ち
の
方
対
象

自
動
車
税
減
免
申
請
出
張
窓
口
を
開
設

令
和
７
年
度
県
民
交
通
災
害
共
済

加
入
受
付
を
開
始
し
ま
し
た

　

地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
の
標

準
化
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
基
づ
い

た
標
準
化
対
応
の
た
め
、
軽
自
動
車
税

用
住
所
証
明
書
に
つ
い
て
は
、
証
明
書

自
体
が
シ
ス
テ
ム
の
標
準
化
対
象
外
と

な
る
こ
と
か
ら
、
３
月
14
日（
金
）を
も
っ

て
廃
止
い
た
し
ま
す
。
廃
止
後
は
、
住

民
票
の
写
し
ま
た
は
印
鑑
登
録
証
明
書

を
ご
使
用
く
だ
さ
い
（
１
通
あ
た
り
２
０

０
円
）。

　

な
お
、
本
人
以
外
が
窓
口
で
交
付
申

請
を
す
る
場
合
、
住
民
票
の
写
し
に
つ

い
て
は
委
任
状
、
印
鑑
登
録
証
明
書
に

つ
い
て
は
代
理
人
が
委
任
す
る
方
の
印

鑑
登
録
証
を
持
参
す
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。

　

ま
た
、
シ
ス
テ
ム
の
標
準
化
の
対
応

の
た
め
、
次
の
期
間
に
お
い
て
コ
ン
ビ

ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
等
で
の
各
種
証
明
書

の
取
得
サ
ー
ビ
ス
を
ご
利
用
い
た
だ
け

ま
せ
ん
の
で
、
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

シ
ス
テ
ム
停
止
期
間

　

３
月
14
日
（
金
）
午
後
５
時
30
分
〜

　

17
日
（
月
）
午
前
６
時
30
分

問
合
せ　

　

町
民
課　

戸
籍
住
民
Ｇ

　

☎
０
２
９

－

２
８
８

－

３
１
１
１

　
　
　
　
　
　

（
内
線
１
１
４
〜
１
１
６
）

　

県
民
交
通
災
害
共
済
は
、
会
員
が
交
通

事
故
に
よ
り
け
が
や
死
亡
等
の
災
害
に
遭

わ
れ
た
場
合
に
、
見
舞
金
を
お
支
払
い
す

る
相
互
共
済
制
度
で
す
。

対
象
と
な
る
交
通
事
故

〇
道
路
交
通
法
に
規
定
す
る
車
両
（
自
動

　

車
、
バ
イ
ク
、
自
転
車
等
）
の
運
転
中

　

お
よ
び
乗
車
中
に
お
け
る
事
故
（
転
倒

　

含
む
）

〇
歩
行
中
に
走
行
中
の
車
両
と
接
触
し
た

　

等
の
事
故

※

加
入
期
間
中
の
事
故
が
対
象
と
な
り
ま

　

す
。

共
済
掛
金

〇
一
般（
９
０
０
円
）

〇
中
学
生
以
下（
５
０
０
円
）

共
済
期
間

　

４
月
１
日
〜
翌
年
３
月
31
日

申
込
方
法

　

町
民
課
、
桂
支
所
、
七
会
町
民
セ
ン
タ

ー
に
て
、
共
済
掛
金
を
添
え
て
お
申
し
込

み
く
だ
さ
い
。

※

桂
支
所
に
つ
い
て
は
移
転
作
業
の
た
め
、

　

３
月
27
日
〜
３
月
31
日
の
間
休
止
と
な

　

り
ま
す
。
ま
た
、
４
月
１
日
よ
り
、
申

　

込
先
が
桂
町
民
セ
ン
タ
ー
（
現
桂
公
民

　

館
）
に
な
り
ま
す
。

問
合
せ
・
申
込
先　

町
民
課

　

☎
０
２
９

－

３
５
３

－

７
３
４
３

　

茨
城
県
で
は
、「
身
体
障
害
者
手
帳
」「
精

神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
」「
療
育
手
帳
」

「
戦
傷
病
者
手
帳
」の
交
付
を
受
け
て
い
る

方
の
た
め
に
使
用
す
る
自
動
車
の
う
ち
、

障
害
等
級
が
一
定
の
要
件
を
満
た
し
、
障

害
者
の
方
ご
本
人
も
し
く
は
障
害
者
の
方

と
生
計
を
一
に
す
る
方
が
所
有
す
る
自
動

車
に
つ
い
て
、
自
動
車
税（
環
境
性
能
割
・

種
別
割
）
を
減
免
す
る
制
度
を
設
け
て
い

ま
す
。　

　

減
免
申
請
は
、
水
戸
県
税
事
務
所
で
年

間
を
通
じ
て
受
付
を
し
て
い
ま
す
が
、
次

の
日
程
に
お
い
て
、
城
里
町
に
出
張
窓
口

が
開
設
さ
れ
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
利
用
く

だ
さ
い
。
な
お
、
減
免
の
要
件
に
よ
り
必

要
な
書
類
が
異
な
り
ま
す
の
で
、
事
前
に

問
合
せ
先
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

日
　
時　

２
月
19
日（
水
）
午
前
10
時
〜

　

午
後
４
時

場
　
所　

役
場
本
庁
舎
１
階　

相
談
室
３

※

新
車
、
中
古
車
新
規
登
録
に
係
る
減
免

　

や
自
動
車
税（
環
境
性
能
割
）の
減
免
に

　

つ
い
て
は
、
登
録
日
か
ら
30
日
以
内
に

　

水
戸
県
税
事
務
所
自
動
車
税
分
室
に
て

　

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

※
軽
自
動
車
税
に
つ
い
て
は
、
出
張
窓
口

　

で
の
申
請
受
付
は
行
い
ま
せ
ん
。
役
場

　

税
務
課
が
担
当
と
な
り
ま
す
の
で
、
税

　

務
課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

水
戸
県
税
事
務
所
収
税
第
一
課

　

☎
０
２
９

－

２
２
１

－

６
６
０
５



（広 告）（広 告）

ユ
ニ
カ
ー
ル
体
験
会

参
加
者
募
集

新
し
い
民
生
委
員
・
児
童
委
員
が

決
ま
り
ま
し
た

茨
城
県
道
路
公
社
が
運
営
す
る

有
料
駐
車
場
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

桂
支
所
の
移
転
お
よ
び
移
転
に
伴
う

業
務
の
休
止
に
つ
い
て

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
城
里

臨
時
休
館
の
お
知
ら
せ

　

ユ
ニ
カ
ー
ル
は
、
氷
上
の
ス
ポ
ー
ツ「
カ

ー
リ
ン
グ
」
を
室
内
で
で
き
る
よ
う
に
工

夫
を
し
た
ニ
ュ
ー
ス
ポ
ー
ツ
で
す
。
こ
の

度
、
常
北
公
民
館
の
体
育
室
に
お
い
て
、

ユ
ニ
カ
ー
ル
体
験
会
を
開
催
し
ま
す
。
初

心
者
の
方
も
、
こ
の
機
会
に
お
気
軽
に
ご

参
加
く
だ
さ
い
。

日
　
時　

２
月
20
日（
木
）　

午
前
９
時
20

　

分
〜
午
後
１
時
頃

※

受
付
に
つ
い
て
は
、
午
前
９
時
か
ら
と

　

な
り
ま
す
。

場
　
所　

常
北
公
民
館 

体
育
室

対
象
者　

町
内
に
在
住
、
在
勤
、
在
学
し

　

て
い
る
方

募
集
人
員　

先
着
48
名
程
度

※

個
人
で
の
お
申
し
込
み
と
な
り
ま
す
。

参
加
費　

５
０
０
円

※

城
里
町
ユ
ニ
カ
ー
ル
連
盟
に
加
入
し
て

　

い
る
方
、
学
生
に
つ
い
て
は
無
料
と
な

　

り
ま
す
。
な
お
、
ユ
ニ
カ
ー
ル
連
盟
に

　

は
、
当
日
加
入
す
る
こ
と
も
可
能
で
す
。

申
込
方
法　

申
込
先
ま
で
Ｆ
Ａ
Ｘ
ま
た
は

　

電
話
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

申
込
期
間　

２
月
１
日（
土
）〜
10
日（
月
）

問
合
せ　

城
里
町
ユ
ニ
カ
ー
ル
連
盟

　
　

０
２
９

－
２
８
８

－

４
３
４
６

　

☎
０
９
０

－

７
２
４
０

－

７
７
２
４

　

12
月
１
日
付
け
で
、
新
た
な
民
生
委
員
・

児
童
委
員
と
し
て
、
加
倉
井 

利
幸
さ
ん（
常

北
地
区
・
下
古
内
２
・
３
区
域
担
当
）が
委

嘱
さ
れ
ま
し
た
。
民
生
委
員
は
、
厚
生
労

働
大
臣
が
委
嘱
す
る
委
員
で
、
児
童
福
祉

法
に
よ
る
児
童
委
員
も
兼
ね
て
い
ま
す
。

問
合
せ　

健
康
福
祉
課

　

☎
０
２
９

－

２
８
８

－

３
１
１
１

　
　
　
　
　
　
　
　

（
内
線
１
３
１
）

　

県
道
路
公
社
で
は
、
電
車
の
利
用
に
便

利
な
有
料
駐
車
場
を
運
営
し
て
い
ま
す
。

ぜ
ひ
皆
さ
ん
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
駐
車
場

の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
県
道
路
公
社
の
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

○
友
部
駅
北
口
駐
車
場

　

Ｊ
Ｒ
友
部
駅
か
ら
徒
歩
３
分
の
距
離
で
、

Ｊ
Ｒ
常
磐
線
や
水
戸
線
の
利
用
に
便
利
で

す
。

　

利
用
料　

１
日 

５
０
０
円

　
　
　
　
　

月
極 

５
，
３
０
０
円

問
合
せ　

茨
城
県
道
路
公
社

　

☎
０
２
９

－

３
０
１

－

１
１
３
１

　
　

h
ttp
://w
w
w
.i-ro
a
d
.o
r.jp

　

桂
図
書
館
・
郷
土
資
料
館
２
階
に
お
い

て
業
務
を
行
っ
て
い
る「
桂
支
所
」は
、
令

和
７
年
４
月
１
日
か
ら
桂
公
民
館
に
移
転

し
、
施
設
の
名
称
を
「
城
里
町
桂
町
民
セ

ン
タ
ー
」に
変
更
し
ま
す
。

　

桂
町
民
セ
ン
タ
ー
へ
の
移
転
作
業
を
行

う
た
め
、
３
月
27
日（
木
）
〜
31
日
（
月
）の

間
は
、
現
在
行
っ
て
い
る
支
所
業
務
を
休

止
し
ま
す
。
移
転
期
間
中
、
各
種
証
明
書

の
発
行
に
つ
い
て
は
、
本
庁
舎
町
民
課
お

よ
び
税
務
課
を
、
町
税
等
の
納
入
に
つ
い

て
は
本
庁
舎
会
計
課
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

桂
支
所

　

☎
０
２
９

－

２
８
９

－

２
２
１
１

　

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
城
里
に
お
い

て
、
電
気
設
備
点
検
お
よ
び
修
繕
工
事
を

行
う
た
め
、
次
の
期
日
に
つ
い
て
臨
時
休

館
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ご
不
便
を

お
か
け
し
ま
す
が
、
ご
理
解
い
た
だ
き
ま

よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

休
館
日　

１
月
25
日（
土
）

　

午
前
９
時
〜
午
後
10
時

問
合
せ　

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
城
里

　

☎
０
２
９

－

２
８
８

－

６
１
０
０


